
令和5年5月10日

6 会 議 内 容

【指示事項】
①運営方法やスケジュールについては、所管案のとおり進めること。
②水族館は水辺の観光拠点とし、区のブランド力向上に繋げるため、次の対応を行うこと。
 ・関係所管（企画・観光・教育等）と連携したPTを設けるなど、庁内横断的に検討を進めること。
 ・周辺地域とのつながりや経済効果、回遊性など多角的に検討するため、外部有識者を適切に選定すること。
・近隣の都立公園との連携、SNSの活用、区民との協働等を積極的に進めること。
③入場料については、過去の経過や類似施設の事例等を踏まえ、慎重に検討すること。

■ 案のとおり決定する。 【備考】

□ 一部修正の上、決定する。 

□ 継続して検討する。

□ 案を否決する。

3 件 名 （仮称）しながわ水族館リニューアル後の運営方法等について

4 出 席 者
区長、和氣副区長、桑村副区長、教育長
企画部長、総務部長、防災まちづくり部長、文化スポーツ振興部長
企画部課長、総務課長

5 会 議 結 果

令和５年度第２回 区政運営会議 記録要旨

1 日 時 令和５年５月10日（水）10：30 ～ 11：00 2 場 所 第五委員会室



1 件 名

有無

有

有

有

有

有

6 参 考 情 報 7 添 付 資 料 （仮称）しながわ水族館リニューアル後の運営方法について

区民参加 区民アイデア募集を実施（令和６年度）

報道発表 プロポーザルの実施や区民アイデア募集等、適宜プレス発表予定

広報・HP プロポーザル実施について公表（令和５年６月）

③
そ の 他
（ｽｹｼﾞｭｰﾙ
等）

令和５年度 簡易型プロポーザルの実施
       運営準備委託（令和８年度まで）
       基本設計・実施設計（令和６年度まで）
      地盤調査
令和７年度 工事着手
令和８年度 指定管理者選定
令和９年度 開館準備・リニューアルオープン

項目 方法（時期）

条例規則 施設条例制定（令和７年 第一回定例会）

議会説明 適宜、水族館リニューアルに向けた進捗状況を報告

5 概 要

①
現 状
課 題

4
論 点
（決定を要
する事項）

・水族館リニューアル後は、「指定管理者制度」を活用でよろしいか。
・今後のスケジュールについて、添付資料「3.今後のスケジュール」のとおりでよろしいか。

【現状】
運営においては、都市公園法第５条第１項の規定に基づ
く公園施設の管理許可制度を活用し、毎年、運営事業に
関する協定を締結し、様々なイベントによるPR事業や必
要に応じた修繕工事などを行っている。
【課題】
・単年度契約により、継続的な事業計画が立案できない
・管理運営業務に関し、定期的に業務改善を図るための
評価・モニタリング制度が確立されていない。

② 付議事案

目  的

・区立水族館として多岐にわたる公共性や社会教育施設、
さらには、水辺の観光拠点として整備し運営していく。
・運営において、水族館という特殊性から民間ノウハウを
活用していく。

対応方策

・運営方法は、民間ノウハウを活用し質の高い公共サービ
スを効率的・効果的に提供できる「指定管理者制度」を活
用
・運営は原則事業収支でまかなう

令和5年5月10日
付 議 事 案 書

審議事項 ・ 報告事項

（仮称）しながわ水族館リニューアル後の運営方法について

2 担 当 部 課 防災まちづくり部公園課 3 関 連 部 課
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令和5年5月
公 園 課

（仮称）しながわ水族館リニューアル後の運営方法について

（２）運営スキーム

①運営は原則事業収支でまかなう（表2-1・表2-2）
※パンデミック・天変地異など不測の事態により赤字が発生した場合、区による補填を行う

②その他運営に関する内容（入館料・収支見込など）については、プロポーザル参加企業
より提案してもらう

表2-2 費用の考え方

１．しながわ水族館リニューアルの方向性

２．運営方法について（案）【審議事項】
表1-1 運営方法の比較

※◎:3点、〇:2点、△:1点で評価

＜民設民営（PFI方式）による運営の場合＞

民間ノウハウを活用し、施設の設計から運営まで民間で実施
・建設費などの初期投資が増大（表1-2）
・初期投資額を回収することが民間企業にとって大きなリスク

（１）運営方法の考え方

＜公設民営（管理許可制度）による運営の場合（表1-1）＞〔現行の運営方法〕

都市公園法に基づく、「管理許可制度」
・単年度契約より、継続的な事業計画が立案できない
・管理運営業務に関し、定期的に業務改善を図るための評価・モニタリング制度が確立
されていない。

「指定管理者制度」の指定期間は、原則５年間のため事業継続の担保が確保され、継続
的な事業計画の立案可能

民間のノウハウが活用するとともに、運営に対し自己評価や専門業者よる利用者の満足
度など様々な視点で評価が可能で、適宜、業務改善を行うことができる

リニューアル後の運営方法

（１）建設場所

しながわ区民公園内（勝島の海周辺）

（２）施設規模

中規模（延床面積約５,０００㎡）
年間利用者数想定（初年度100万人、安定期60万人）

（３）イルカ展示とイルカショーの終了

新たな計画ではイルカ展示とイルカショーを終了

（４）開発理念

■大人の知的好奇心を満足させる水族館、■区民の憩いと教養の場
■SDGｓを担う水辺の文化観光施設、■しながわ区民公園の魅力向上に貢献
■しながわらしさを取り入れた展示により競争力を持つ

指定管理者制度により、質の高い公共サービスを効率的・効果的に提供できる

民間企業の事業参画が
見込めない

『公設民営（指定管理者制度）による運営』
表2-1 収支予測と実績

表1-2 リニューアル経費

＜収支実績＞

＜収支予測＞

しながわ区民公園

勝島の海

建設範囲（プロポーザルによる提案範囲）

検討している建設範囲
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３．今後のスケジュール【審議事項】
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4～5月 6月 11月下旬

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

地盤調査委託

※適宜、水族館リニューアルに向けた進捗状況を報告

開館準備委託指定管理者の選定

運営準備委託

設計委託（基本・実施）

工 事

区民アイデア募集 リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン

議会報告

外
部
有
識
者
に
よ
る
意
見
聴
取
の
実
施

審査・選定

簡易型プロポーザル
実施について

簡易型プロポーザル
結果について

方
向
性
の
確
認

（現 在）
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